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労
働
唱
す
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調
停
法
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神
第
耳
十
七
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(
大
正
牛
五
年
凹
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日
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第
一
陸
左
ニ
掲
ク
ル
事
業
一
一
於
一
一
ア
捗
働
事
議
量
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
行
政

官
鴎
ハ
官
事
者
ノ
諦
事
一
一
γ

依
り
嗣
停
委
員
官
ヲ
開
設
ス
ル
ロ
ト
ヲ
得
話

事
者
ノ
繭
求
ナ
キ
場
合
ト
難
行
政
官
嵐
一
一
於
テ
必
要

y
p
ト
臨
メ
タ
ル

ト
キ
亦
同
シ

一
諜
録
、
地
柄
其
ノ
他
ノ
動
力
ヲ
使
用
ス
ル
娘
道
、
軌
道
又
山
船
舶

ユ
怯
リ
公
衆
ノ
需
弾
=
臨
ス
ル
誕
輸
事
業

-
一
八
百
衆
ノ
用
品
川
僻
ス
ル
郵
便
、
電
信
又
ハ
電
話
ノ
事
業

三
会
衆
ノ
需
彊
三
臨
ス
ル
・
車
道
、
電
領
又
円
買
掛
酢
給
ノ
事
業

四
第
-
一
世
乃
軍
第
三
観
ノ
事
業
一
一
瞥
呆
ヲ
供
給
ス
ル
事
業
=
シ
テ
其

ノ
休
止
方
第
一
一
揖
乃
童
館
=
一
貌
ノ
事
業
ノ
並
行
ヲ
者
シ
タ
阻
害
ス
ル

モ
ノ

五
其
ノ
他
公
来
ノ
日
常
生
活
-
一
直
接
醐
係
ア
ル
事
業
=
シ
テ
動
骨
7

以
テ
定
ム
ル
モ
ノ

大
崎
草
見
ハ
海
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直
骨
一
一
係
ル
兵
枠
艦
船
ノ
製
塩
修
理
ノ
世
帯
業
一
一

シ
テ
軸
令
ヲ
以
一
ア
定
ム
ル
モ
ノ

前
現
一
一
拍
ク
ル
以
件
ノ
事
業
-
一
於
テ
捗
働
争
議
資
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
行

政
官
臨
円
前
事
者
鑓
古
，

4
川
事
ユ
借
り
調
停
香
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合
ヲ
陶
段
ス
ル
コ
ト

法

令

ヲ
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第
二
協
調
停
委
員
企
7
開
設
七
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ρ

行
政
官
鴎
ハ
常
事
者

使
方
一
【
之
ヲ
祖
師
元
町
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第
三
絡
調
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要
員
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九
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ノ
委
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ヲ
以
ア
之
ァ
組
織
ス
番
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巾
大

入
会
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前
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華
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三
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事
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越
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妥
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争
議
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サ

ル
者
一
一
就
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定
セ
シ
メ
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政
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輔
自
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一
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託
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シ
テ
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僻
ス
ル
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ト
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得
ス
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四
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崎
宮
働
争
議
ノ
賞
事
者
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二
臨
ノ
規
定
三
協
ル
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ヲ
畳
ケ
タ
ル

ト
キ
ハ
吉
一
日
内
三
前
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第
一
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ノ
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定
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【
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ノ
鑑
定
シ
タ
ル
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行
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弾
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事
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錨
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
行
政
官
邸
円
常

事
者
=
代
p
委
員
ヲ
措
定
ス
此
ノ
番
員
ハ
府
事
者
ノ
挫
定
シ
タ
ル
毛
J

ト
宥
僅
ス

前
二
項
ノ
規
定
一
一
依
ル
手
続
終
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
行
政
官
臨
ρ

凪
ユ
前
陳

第
一
明
ノ
規
定
エ
依
り
常
事
者
ノ
選
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者
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若
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一
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シ
作
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銃
三
作
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シ
、
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傭
蜘
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段
シ
叉
ρ
努
勧
魁
観
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申
込
ヲ
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組
セ
シ
占

ル
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ト

ニ
勢
働
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幽
ヲ
シ
テ
捗
働
争
議
a
闘
シ
掛
務
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、
作
業
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行
ヲ
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レ
、
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仰
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怖
ヲ
唖
段

ν
又
ハ
雇
傭
櫨
飽
ノ
申
込
フ

拒
絶
セ
シ
ム
ル
ヨ
ト

第
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十
能
故
ナ
ク
第
十
三
能
=
規
定
ス
ル
出
席
説
明
文
ρ
説
明
書
額
ノ

提
示
ヲ
鵠
サ
サ
ル
者
ρ
宜
十
刷
以
下
ノ
過
料
一
-
鹿
ス

非
諮
事
刊
手
蹴
訟
第
二
百
六
銑
乃
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部
二
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臨
ノ
規
定
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過
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之
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-
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シ
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舵
ナ
ク
第
十
四
保
ノ
規
定
一
一
依
ル
立
入
、
蝿
察
ヲ
担
ミ
若
ハ
之
7

妨
ケ
又
ρ
質
問
コ
割
シ
容
器
ヲ
錨
サ
ス
若
ρ
府
俄
ノ
関
越
ヲ
鉱
シ
タ

ル
者

三
第
十
五
臨
ノ
規
定
一
一
謹
反
シ
タ
ル
者
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十
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絡
第
十
九
降
ノ
規
定
-
-
謹
反
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者
ρ
三
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鮪
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候
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十
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、
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千
百
七
路
且
ヒ
民
法
施
行
法
第

ニ
十
二
傍
及
ヒ
商
法
第
十
八
路
第
二
項
、
第
二
百
六
十
二
降
、
第
二

百
六
十
二
峰
ノ
二
都
宜
百
一
一
一
十
六
陣
及
ヒ
前
怯
施
行
法
第
「
一
路

第
二
項
、
第
二
十
七
俗
、
第
三
十
九
峠
第
二
項
、
第
五
十
四
降
、
第

六
十
路
第
三
項
、
第
六
十
九
路
、
第
七
十
宜
保
第
三
項
、
第
八
十
七

続
三
記
メ
タ
ル
一
事
件
ハ
過
料
-
一
盛
セ
ヲ
ル
へ
キ
者
ノ
住
所
地
ノ
地
古

裁
判
所
ノ
管
轄
ト
ス

第
二
百
七
保
温
料
ノ
裁
判
ハ
理
由
7
附
シ
タ
ル
怯
定
ヲ
以
テ
之
ヲ
錦

ス
ヘ
シ

裁
判
所
ハ
裁
判
ヲ
偶
ス
前
官
事
者
ノ
陳
述
フ
碍
キ
検
事
ノ
意
見
ヲ
事

ム
《
シ

首
事
者
及
ヒ
検
事
ハ
過
料
ノ
裁
判
一
一
謝
シ

7
即
時
抗
告
ヲ
錦
九
コ
ト

ヲ
得
抗
昔
ρ
執
行
停
止
〆
投
力
ヲ
有
ス

手
踊
ノ
費
刑
ハ
過
料
三
且
ス
ル
吉
世
ア
リ
タ
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合
一
一
於
一
一
ア
ハ

U
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渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
負
地
ト
ジ
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他
ノ
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合
一
一
於
テ
川
市
岡
山
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ノ
負
担

ト
ス

抗
告
裁
判
所
カ
賞
事
者
ノ
申
立
一
二
相
官
ス
ル
裁
判
ヲ
儲
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
抗
告
手
続
ノ
費
用

u
A
E削
審
一
一
於
テ
常
事
者
J

負
抱
一
一
崎
シ
タ
ル

費
用
ρ
悶
咋
ノ
負
挽
ト
ス

第
二
百
八
雄
歯
科
ノ
裁
刊
ハ
柚
事
ノ
命
令
7
M
-
Y
之
ヲ
執
行
λ

山
命

A
8
V

円
執
行
カ
フ
布
ス
ル
債
務
名
義
ト
同
一
ノ
技
力
ヌ
有
ス

泊
料
ノ
裁
判
ノ
執
行
ρ
民
事
訴
訟
怯
停
六
削
ノ
割
ー
一
丸
一
一
従
ヒ
テ
之
ヲ

話
ス
但
執
行
ヲ
泊
三
刷
裁
判
ノ
訟
法
ヲ
鵠
ス
コ
ト
フ
製
セ
ス

第
一
戸
寸
三
容
(
第
二
都
一
武
士
ヤ
三
回
一



法

骨

労
働
争
議
調
停
法
施
行
令

助
A
V
第
百
九
十
六
枕
(
大
正
十
一
h
年
六

H
二
十
三
日
)

第
一
保
持
働
手
議
制
停
法
及
本
令
二
怯
ル
行
政
官
蹴
ノ
職
務
ハ
争
議
ノ

設
生
シ
タ
ル
作
業
所
所
在
地
ノ
地
方
長
官
(
東
京
府
ニ
在
リ
テ
ハ
瞥
融

組
蛇
以
下
之
一
-
同
シ
)
之
ヲ
行
フ

同
一
ノ
ザ
議
均
前
項
ノ
規
定
-
-
依
り
ニ
以
上
ノ
地
方
長
官
ノ
管
轄

-1w

ル
ト
キ
山
内
務
大
臣
山
北
ノ
一
ヲ
硝
記
シ
テ
前
項
ノ
職
務
ヲ
行
山
シ
ム

ル
ヨ
ト
ヲ
符

節
ニ
飾
内
肱
明
大
臣
品
製
ア
ヲ
ト
盟
ム
ル
ト
キ
《
前
協
ユ
姐
定
九
ル
行
政

hH脚
以
外
ノ
行
政
官
腐
ヲ
指
定
シ
テ
前
飾
品
一
項
ノ
職
務
ヲ
行
ρ

シ
メ

又
ρ

白
ヲ
之
ヲ
行
ア
ロ
ト
ヲ
特
但
シ
内
務
大
国
持
ノ
拘
叫
恥
骨
ノ
下
ユ

在
ラ
サ
ル
ヲ
行
政
官
鹿
ヲ
指
定
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
円
曹
d
p

其
ノ
所
管
大

臣
ト
協
議
見
ル
コ

t
ヲ
喪
ス

第
三
僚
第
一
保
畠
於
テ
地
方
長
官
ト
ア
ル
ハ
船
員
法
ノ
適
用
ア
ル
船
員

ノ
争
議
=
付
一
一
ア
ハ
趨
信
局
長
ト
V
前
一
一
降
三
日
時
ユ
ア
内
務
犬
匡
ト
ア
ル
ハ

船
員
ノ
争
議
一
一
付
テ
ρ
迎
信
大
臣
ト
ス

第
四
峰
調
停
委
員
骨
開
設
ノ
請
求
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
具
シ
文
書
ヲ
以
テ
之

ヲ
斜
ス
コ

1
ヲ
要
λ

一
手
議
ノ
混
生
シ
タ
ル
作
業
所
ノ
名
郁
及
所
在
地

ニ
争
議
一
一
聞
係
ア
ル
努
働
者
ノ
瓶
指

三
代
表
者
=
依
リ
請
求
ヲ
儲
ス
場
合
ユ
於
テ
内
其
ノ
代
表
者
タ
ル
コ

ト
ヲ
示
ス
ニ
足
ル
ヘ
キ
事
項

四
割
伴
喬
民
舎
一
一
刷
ユ
ル
油
剤
ヲ
受
ク
{
キ
場
所

第
二

f
三
轡

内
第
二
胡
一
六
八
)

= 
四

王
手
議
ノ
要
求
事
項

六
争
議
ノ
経
過
概
掛

第
五
峰
問
事
者
ノ
一
方
ヨ
り
調
停
委
員
骨
開
設
ノ
荷
車
ア
り
タ
ル
ト
キ

川
行
政
官
山
由
ハ
他
ノ
常
事
者
一
-
之
ヲ
祖
知
ス
ヘ
シ

第
六
俸
調
停
番
員
骨
7
開
設
セ
ム
ト
ス
ル
旨
ノ
通
知
ハ
宜
書
7

U
テ
之

ヲ
錆
ス
へ
シ

行
政
官
臨
前
項
J

調
知
ヲ
鑓
シ
タ
ル
ト
キ
ρ
直
ニ
共
ノ
旨
ヲ
公
示
ス
八

シ

第
七
協
調
停
委
員
合
勢
働
争
議
調
停
法
第
九
時
J

坦
定
三
世
リ
調
停
千

蹴
ヲ
結
了
シ
タ
ル
ト
キ
叉
ρ
共
ノ
期
間
ヲ
延
長
シ
タ
ル
ト
キ
ρ
車
三
島

ノ
旨
ヲ
行
政
官
胤
ユ
報
告
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
報
告
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ρ
行
政
官
腐
ハ
直
回
一
北
ハ
ノ
皆
ヲ
公
示
ス
ヘ

シ

部
λ
俸
調
停
委
員
脅
ノ
議
事
昌
闘
ス
ル
穂
テ
ノ
書
掴
ハ
樺
働
静
講
師
梓

法
第
十
六
除
=
規
定
ス
ル
報
告
b
共
=
之
ヲ
行
政
官
臨
一
一
提
出
ス
ル
コ

ト
ヲ
聾
ス

妨
九
嶋
勢
働
事
識
調
停
法
第
十
λ
蹄
J

規
定
一
一
依
リ
排
償
ヲ
畳
ク
ル
ロ

ト
ヲ
得
ル
費
用
川
雄
費
、
日
世
及
止
宿
料
ト
λ

前
項
ノ
肱
費
、
日
常
及
止
宿
料
円
別
表
ノ
定
制
阻
内
二
時
テ
行
政
官
脳

之
ヲ
定
ム附

則

本
令
ハ
持
協
争
議
調
停
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
随
行
ス
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'
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泣
位
一

t
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1

Z

一
H
一
七
百

4
一
荘
-

J
A
船
賃
一
ヰ
川

t
z
付

f

勺
ド
ユ
付
川

MG
本一二日叶一

委

員

二

部

九

品

川

鈍

一

六

間

八

盟

主
主
品
↓
1
1
1
-ー斗
l
i
l
i
-
-
!ご

ノ

代

表

者

持

ノ

二

戸

こ

1

1

L

P

-

L

L

一

他

利

害

闘

部

九

二

部

七

折

ナ

丸

山

崎

一

審

川

五

回

一

又

ハ

参

事

人

一

一

一

一

州
司
刈
劃
矧
斜
刷
矧
ぺ
割
引
割
引
↓
同
制
副
到
到
到
「

コ
ハ
上
制
ノ
辺
白
シ
比
ノ
等
組
ヲ
政
ケ
サ
ル
場
合
一
一
円
且
一

ノ
飛
車
兄
ハ
乗
船
三
酉
ス
ル
迩
民
l
ス

〔
事
闘
は

大
正
十
五
年
(
凹

H
九
日
公
布
)
法
草
一
世
十
七
械
器
争
融
問
時

出

抄

錨

一

第
九
快
調
停
番
貝
合
ハ
仰
他
ノ
日
ヨ
リ
十
五
日
内
一
一
調
梓
手
組
ヲ
紺
一

了
ス
ル
コ
ト
ヲ
弾
z

前
羽
ノ
期
間
戸
川
叶
事
佐
ノ
認
定
シ
タ
ル
委
回
全
貝
ノ
同
意
ア
り
タ
ル
一

ト
キ
ハ
之
ヲ
延
長
ヌ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
寸
六
時
山
部
九
路
一
一
規
定
ス
ル
調
停
手
続
ノ
柑
了
ノ
場
合
一
一
一
時
テ
《

調
停
委
民
合
戸
北
ノ
蹴
末
ヲ
行
政
官
醜
一
一
報
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
盟
ス

州
司
ノ
場
合
三
時
チ
捗
働
争
議
解
決
ヌ
ル
一
一
主
コ
ア
サ
リ
シ
ト
キ
ρ

捌

停
委

R
合
ハ
共
ノ
報
告
一
一
番
目
曾
ノ
決
議
セ
ル
争
論
調
停
案
及
之
二

闘
ス
ル

9
蛤
窓
且
ヲ
小
説
一
割
ス
ル
ヨ
ト
ァ
彊
λ

第
十
八
時
委
員
及
第
十
一

4

一
偽
一
一
規
定
λ

ル
者
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
一
一

位
リ
品
川
川
ノ
排
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト

7
伴

雌

ヨT

工
場
法
施
行
令
中
改
正

肋
令
部
百
五
↓
=
一
蹴
(
大
正
十
五
年
宍
月
五
日
)

iJ; 
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錦
一
能
左
コ
描
ク
ル
事
議
ノ
ミ
ヲ
皆
ム
工
場
ユ
付
一
一
ア
ハ
工
場
法
ノ
迎
用

ヲ
除
升
ス
但
シ
向
務
大
臣
ノ
U
A
ム
ル
原
副
機
ヲ
周
ア
ル
モ

y
y
此
ノ
叫

一7
在
ヲ
ス

一
寒
天
、
市
商
務
、
凍
軍
閥
、
湯
葉
、
劉
銅
又
ハ
酷
ノ
製
造

ニ
行
李
、
保
、
節
、
利
章
骨
共
ノ
他
ノ
相
柳
、
銀
、
廿
、
竹
ノ
皮
、

粧

水

革

、

盟

主

ρ
菰
ノ
手
工
品
ノ
拠
誼

=
一
締
本
民
同
又
ハ
出
世
梓
民
同
ノ
嗣
製

問
「
ア
グ
ン
可
「
パ
ヲ
マ
」
、

R
F
之
z
知
九
ル
モ
ノ
ヲ
リ
テ
ヌ
ル
帆

子
共
ノ
他
ノ
モ
ノ
ノ
制
製

王
扇
子
、
閣
扇
、
利
童
文
ハ
提
燈
ノ
製
詰

六
紙
、
輔
、
柿
、
竹
又

ρ

布
吊
ヲ
主
タ
ル
材
料
ト
ス
ル
碍
具
足
ハ
遺

花
ノ
拠
匙

七

Mm
紙
、
紙
曲
、
元
結
且
ρ

水
引
ノ
拠
結

λ

手
ユ
一
一
依
ル
被
服
、
足
袋
其
ノ
他
ノ
布
巾
制
ノ
甜
縫

九
手
エ
ュ
依
ル
組
艇
ノ
銅
製

J
O
刺
納
、
「
レ
ー
ス
」
、
「
バ
テ
ン
レ
ー
ス
」
見
ρ

「
ド
ロ
i
ン
ウ
オ

1

ク
」
ノ
業

第
三
保
左
一
掲
グ
ル
事
業
ヲ
管
ム
工
場
ハ
工
場
怯
第
一
係
部
一
項
第
一
一

披
一
一
諸
制
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
毒
劇
物
文
ハ
毒
劇
薬
ノ
製
謹

二

副

物

ノ

剥

製

三
本
銀
ヲ
周
フ
ル
計
指
ノ
削
現
地

四
水
銀
剛
筒
ヲ
用
ア
ル
施
法
相
唖
ノ
製
泣

宜

鉛

7
mア
ル
僻
ノ
製
詰

第
二
十
三
容

(
第
-
統
一
六
九
)

三
四
三
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六
階
部
鈍
器
又
ρ

聡
廊
灘
ノ
刷
説
話

土
塗
料
、
商
科
、
印
刷
用
イ
ン
キ
又
ハ
給
品
ノ
製
詑

λ

国
統
雌
瓦
断
、
「
ク
ロ
ー
ル
」
十
五
期
主
ハ
水
鶏
瓦
斯
ヲ
川
ア
ル
事
誕
一

九

硫

茸

ノ

仙

川

島

一

-
O

「
ナ
ア
y
」
加
盟
加
入
ハ
刑
酸
姐
ヲ
川
ヌ
ル
金
岡
崎
ノ
融
問
蕗
四
一

一

一

「

ア

ァ

ク

ナ

ス

」

ノ

州

明

治

一

一

二

附

動

前

ノ

柿

製

一

一

一

一

「

よ

イ

ル

」

帥

ノ

州

明

治

一

一
向
乾
燥
州
又
ハ
治
州
ア
川
ア
ル
焼
草
紙
布
見
ハ
防
本
紙
布
ノ
掛

2
一

一

一

れ

溶

州

ヲ

川

ア

ル

協

説

製

品

ノ

製

造

一

一
六
許
制
又
ハ
「
ヲ
パ
l
七
メ
ン

i
」
ア
川
7

ル
謹
諜
拠
品
ノ
貼
合
一

一

じ

治

州

ヲ

川

プ

ル

油

附

ノ

採

取

一

一
λ

務

削

ヲ

川

フ

ル

芳

香

品

川

ノ

製

浩

一

一

九

裕

州

ヲ

川

フ

ル

昨

立

起

ノ

捺

染

一

二
O

治

州

ヲ

川

ア

ル

杭

詑

民

時

ノ

製

匙

一

二
一
線
州
ヲ
川
フ
ル
「
ド
ヲ
イ
タ
リ
ー
一
一
シ
グ
」
(
叩
一
一
一
抑
拭
ス
ル
モ
一

ノ

ソ

除

グ

)

一

治

州

ヲ

川

フ

ル

俳

創

刊

ノ

製

匙

一

「
タ
ン
一
-
ン
」
脱
ノ
拠
誌

合
成
染
料
且
ハ

H
U
ノ

中

川

拘

ノ

製

龍

一

「
ヒ
ル
ロ
イ
ド
」
ノ
製
誌
、
加
熱
加
工
互
ハ
鋸
掛
ヲ
川
フ
ル
加
工
一

制
化
制
ノ
山
山
地

「
コ
ロ
ヂ
ウ
ム
」
ヲ
用
フ
ル
杭
撚
製
品
ノ
拠
地

「品

1
テ
ル
」
ノ
製
誼

八七プミ五凹三二

銘
二
十
三
位
世

(
餌
ニ
誠
一
士
O
)

=
一
四
凶
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沼
紛
ノ
製
諮
又
ハ
盤
性

「
グ
イ
ス
コ

1
ズ
」
ノ
掛
匙

「
テ
レ
ピ
ン
」
抽
ノ
恭
欄
又
ハ
精
製

繍
抽
ノ
茶
湖
、
精
製
又
ハ
細
川
川

「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
」
ノ
輔
製

岨
崎
質
物
ヲ
川
フ
ル
建
築
川
ノ
「
フ
ェ
ル

l
」
又
ハ
紙
ノ
酬
明
詑

燐
寸
ノ
出
港

火
曲
、
燥
山
田
文
ハ
火
工
口
問
ノ
製
誌
瓦
ハ
叫
故

金
風
ノ
熔
融
叉
ハ
刷
側

指
H
柄
引
λ
ρ

瓦
斯
ヲ
川
7

ル
金
風
F

熔
接
見
ハ
切
断

臨
縮
瓦
斯

X
ρ
液
化
試
斯
ノ
拠
地

陸
新
一
乱
期
又
ρ

液
化
瓦
斯
7

m

7

ル
製
氷

動
力
口
依
ル
製
材

叫
叫
鉱
諜
(
琵
位
問
、
叫
配
電
所
、
番
組
問
且
間
刷
所
)

常
時
ノ
製
品
叫

附
子
ノ
山
金
也
、
腐
蝕
砂
肱
文
台
掛
時

金
風
、
骨
、
州
文
ハ
貝
殻
ノ
乾
叫
初
出

動
力
品
目
杭
ル
金
属
絹
又
ρ

金
属
加
ノ
製
品

動
力
一
一
依
ル
磁
石
、
土
砂
、

A
E
ハ
骨
ノ
粉
砕

官
紙
川
『
力

1
ホ
シ
」
ノ
製
匙

石
炭
瓦
都
文
円
似
H

庇
ノ
製
註

「
カ
1
バ
イ
ト
」
ノ
製
娃

石
反
ノ
製
匙

「
フ
ェ
ル

1
」
Zρ

院
制
羅
紗
(
粉
米
蹴
帥
ヲ
川
フ
ル
制
世
羅
紗
)
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工
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業
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又

ハ
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エ

ノ

死

亡

岱

起

毛

文

ハ

反

吾

ノ

作

柴

崎

北

ノ

牧

入

一

一

依

り

生

計

7

紘

刈

シ

タ

ル

者

一

一

賃

金

三

百

六

十

日

分

以

製

納

一

上

ノ

遺

族

扶

助

科

フ

支

給

ス

ヘ

シ

師

ノ

建

一

第

九

降

職

工

死

亡

2
7
1工
業
、
五
五
府
ヲ
行
フ
遺
族
文

ρ
職

ι料
、
部
川
刷
、

J
1
N

刷
、
川
和
、
日
明
細
齢
、
府
吾
叉
ハ
櫨
叫
制
ノ
一
ヨ
ノ
死
亡
常
時
U
H
ノ
欣
入
一
一
依
リ
生
計
フ
靴
持
シ
タ
ル
椛
ユ
シ
テ
葬
祭

越

川

一
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叫
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↓
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」

ヲ

削

ル

一

時

書

扶

助

料

内

職

工

ノ

負

傷

又
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又
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付
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什
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叫
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助
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「
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亡
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又
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又
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又
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台
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又
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又
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又
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=
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仏
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付
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縫
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又
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↓
於

テ
ハ
立
，
M
ノ
賃
金
締
切

H
此
嗣
)
三

H
問
(
一
一
恥
入
後
三
月
ユ
尚
ヲ
サ

ル
i
キ
ハ
北
ノ
川
問
)
=
於
ケ
ル
賃
金
総
額
ヲ
共
ノ
叫
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融
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搬
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又
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損
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仲
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ハ
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ヲ
支
給
ス
ル
場
合
一
一

於
テ
ユ
業
主

b
食
事
其
ノ
他
ノ
給
典
ヲ
引
説
キ
支
給
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

倒
甑
内
体
操
扶
助
料
算
出
ノ
棋
準
l

ス
ヘ
キ
賃
金
中
一
-
之
ヲ
加
算
セ
ス

第
十
九
保
中
{
』
工
業
主
ハ
」
ノ
下
一
↓
「
遡
川
市
ナ
ク
」

7
加
へ
「
刷
出
足
セ
ム

1
ス

ル
ト
キ
」
ヲ
「
掛
川
見
レ
タ
ル
ト
キ
」
一
一
改
ム

「
第
三
事
靴
工
ノ
雇
入
、
解
雇
且
川
淀
」
ヲ
「
弟
三
事
職
工
ノ
雇
入
比
解

記
」
ユ
改
ム

第
二
十
一
九
時
中
「
工
義
主
ハ
」
ノ
ド
ユ
「
遅
滞
ナ
ク
」
ヲ
加
7

第
二
十
大
路
削
除

第
二
十
七
保
〆
ニ

1
業
主
脇
工
一
一
樹
シ
扇
情
契
約
ヲ
解
除
セ
ム
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
タ
ク
ト
モ
十
四
日
前
一
一
其
ノ
融
告
ヲ
侃
ス
カ
又
ハ
賃
金
十
』
日

分
以
上
ノ
手
前
ヲ
支
給
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
天
災
事
鶴
一
一
基
キ
事
業

第
二
十
三
巷

(
第
二
娘
一
七
二
)

I!!I 
プ£



ノ
山
白
河
可
能
ト
幼
1
タ
ル
ミ
附
リ
又
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史
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=
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付
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、
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叫
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反
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什
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又
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又
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十
=
一
蹴
又
ハ
本
令
ノ
規

一
九
二
世
リ
新
一
一
工
場
出
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
工
場
ノ
工
業
主
力
本
令
施
行

附
二
泊
シ
タ
ル
契
約
ユ
付
テ
ハ
第
二
官
四
飴
ノ
規
定
ハ
本
令
施
行
後
一

年
川
之
ヲ
油
川
セ
ス

前
羽
ノ
て
業
主
ハ
賃
金
ノ
支
捌
期
一
一
蹴
シ
第
二
十
三
保
ノ
規
定
一
一
典
ル

慣
習
ア
ル
ト
キ
地
力
長
官
ノ
許
可
7
受
ケ
本
令
施
行
後
二
年
以
内
其
ノ

倒
哲
三
悦
ル
支
州
則
ア
延
長
セ
サ
ル
臥
度
一
三
時
テ
支
棚
則
ヲ
定
ム
ル
ノ

児
約
ア
見
ス
コ
ト
ヲ
得

川
知
問
肱
革
市
小
事
校
ノ
致
科
ヲ
艦
了
セ
サ
ル
皐
齢
見
説
ヲ
使
川
A

ル
場

合
=
於
テ
ハ

1
業
主
ハ
遇
神
」
ノ
ク
就
皐
-
-
捌
シ
必
叫
ナ
ル
事
項
ヲ
ワ
ん
メ

地
方
長
官
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
五
時
附
川
第
三
時
第
一
項
ノ
工
業
主
ハ
本
令
施
行
ノ
日
ヨ
リ
四
月
以

内
ハ
第
一
.
十
二
降
、
第
二
十
五
崎
北
的
措
ノ
規
定
ユ
依
フ
サ
ル
2

ト
ヲ

H
ザ附

川
第
三
保
第
一
項
ノ
工
業
主
品
工
ノ
貯
蓄
企
ヲ
引
蹟
キ
比
百
四
シ
文
ハ

尋
常
小
早
校
ノ
政
科
ヲ
怯
了
セ
サ
ル
皐
齢
見
蛍
ヲ
引
離
キ
使
川
λ

ル
場

合
三
世
一
ア
前
項
ノ
期
間
内
三
第
二
寸
五
怯
又
二
削
除
ノ
盟
可
ヲ
巾
柿
シ

タ
ル
ト
キ
ハ

J4
二
釦
λ

ル
行
政
監
分
ア
ル
迄
従
，
叫
ノ
例
二
依
ル
コ
ト
ヲ

四
手前

項
ノ
規
一
足
立
知
一
項
ノ
則
川
内
ユ
附
山
第
三
時
第
二
羽
ノ
許
可
ヲ
申

請
シ
タ
ル
場
骨
一
【
之
ヲ
準
川
ス

第
二
十
三
番

(
錨
ニ
鶴
一
七
四
)

=
一
回
入

本
令
中
十
大
蔵
ト
ア
ル

ρ

本
令
施
行
桂
三
年
同
ハ
之
ヲ
十
五
歳

第
六
峰

ト
ス

工
場
法
施
行
規
則
中
改
正

内
務
省
令
銘
十
三
一
師
(
大
正
十
五
年
六
月
七
日
)

第
二
臨
中
「
部
二
臨
第
二
項
」
ヲ
「
第
四
偽
及
第
七
峰
」
一
一
政
ム

第
三
臨
器
抗
生
輯
製
泣
ノ
業
務
、
紡
紋
ノ
業
務
及
地
方
日
K
V
ノ
骨
知
シ

タ
ル
工
場
一
二
世
ケ
ル
愉
山
組
織
物
ノ
業
務
品
付
テ
ハ

1
業
主
ハ
大
正
二

十
年
八
月
三
十
一
日
z

至
ル
川
ハ
十
六
哉
未
満
ノ
者
止

K
子
ノ
一
日
ノ

就
業
時
間
7
十
二
時
川
迄
延
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
職
ユ
ヲ
ヱ
組
以
上

一
一
分
ナ
官
替
一
一
就
議
セ
シ
ム
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
比
ノ
胆
一
一
広
一
7

ス

第
四
峰
工
場
法
第
λ
怯
第
二
割
但
寄
ノ
規
定
=
依
リ
工
業
主
行
政
由
臨

ノ
許
可
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
就
業
時
間
ヲ
延
長
シ
、
十
六
践
以
上
ノ
女
子
ヲ

就
業
七
〆
メ
又
ハ
休
日
ヲ
雌
シ
タ
ル
キ
ハ
週
川
町
ナ
ク
之
ヲ
地
方
日
記
4u
一一

周
山
ツ
ヘ
シ

第
六
降
第
二
都
ノ
去
=
左
ノ
一
一
拙
ヲ
加
へ
叫
下
削
哉
鵠
下
ク

一
一
一
座
納
瓦
斯
ス
ハ
波
化
瓦
斯
7
以
故
ア
業
務

第
七
路
巾
「
第
宜
娩
及
第
六
剛
腕
し
ヲ
「
第
六
暁
及
都
じ
枕
」
↑
一
、
「
十
到
底
」
ヲ

「
十
六
歳
」
一
三
車
ム

第
九
路
工
業
主
ハ
凹
辿
日
以
内
一
三
出
産
λ

ル
コ

l
ア
ル
へ
キ
者
付
業
ヲ

求
メ
タ
ル
ト
キ
円
其
ノ
者
ヲ
シ
テ
就
業
七
シ
ム
ル
ヨ
!
ヲ
作
ス

工
業
主
ハ
除
後
六
迦
日
ヲ
経
過
セ
サ
ル
者
ヲ
シ

T
就
業
セ
シ
ム
ル
コ

t

ヲ
科
ス
但
シ
産
後
四
迦
日
ヲ
組
過
シ
タ
ル
者
就
業
セ
ム
コ

1

ヲ
求
メ
タ

ル
場
合
ニ
於
テ
歯
師
ノ
支
障
ナ
シ

f
認
メ
タ
ル
業
務
一
一
就
P

U

ム
ル
コ

下
ヲ
妨
ケ
ス



第
九
路
ノ
ニ
生
後
尚
一
年
一
-
過
セ
サ
ル
生
児
ヲ
晴
宵
ス
ル
女
子
ハ
就
業

時
間
中
ニ
リ
時
一
一
ア
一
日
ニ
間
各
三
十
分
以
内
ヲ
限
リ
共
ノ
生
比
ヲ
時
宵
ス

へ
キ
時
間
ヲ
求
ム
ル
コ

l
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
川
崎
一
ア
工
業
主
ハ
叩
育
時
川

中
其
ノ
女
子
ヲ
シ
テ
就
業
セ

ν
ム
ル
コ

I
7
得
ス

第
十
二
品
工
業
王
円
就
業
組
山
ヲ
趨
宜
ノ
方
法
ヲ
以
一
ア
脇
工
一
一
川
知
セ

シ
ム
へ
シ

工
業
主
山
始
業
R
A
世
議
ノ
時
訓
故
件
以

A
件
日
三
剛
ス
ル
事
羽
ヲ
各
作

業
場
J

且
劫
キ
場
所
-
掲
示
ス
ヘ
シ

第
十
二
怯
ノ
二
工
業
主
ハ
脇
工
ユ
就
業
前
政
メ
民
ノ
貨
金
ノ
卒
及
計
算

方
法
ヲ
明
一
軍
ス
へ
シ

第
十
回
路
ノ
ニ
工
場
法
施
行
令
部
十
六
品
第
三
耳
ノ
規
定
一
一
依
リ
阿
保

第
一
項
第
二
親
ノ
釘
金
網
額
二
色
合
セ
ヲ
レ
サ
ル
毛
ノ
左
ノ
如
シ

一
三
月
ヲ
旭
ユ
ル
期
間
持
品
支
給
λ

ル
賀
典

ニ
資
明
、
善
行
共
ノ
他
特
別
ノ
行
純
一
一
封
ス
ル
賞
拠
父
ハ
手
岱

第
十
五
協
中
「
第
十
六
佑
第
一
蹴
ノ
定
制
又
ハ
」
ヲ
削
ル

第
十
九
鵠
第
一
羽
中
「
一
一
組
人

A
扶
拙
」
ヲ
「
雇
入
、
解
一
一
副
及
扶
助
」
晶
、
同
僚

修
ニ
羽
巾
「
雇
入
」
ヲ
「
雇
人

A
解
一
組
」
=
政
ム

第
二
十
三
候
削
除

第
二
十
五
能
職
工
就
業
中
主
ハ
工
場
若
ρ

附
風
建
設
物
内
一
一
於
テ
負
傷

ジ
、
窒
息
シ

X
ハ
急
性
中
毒
=
括
リ
拓
亡
し
ν
タ
ル
ト
キ
又
ハ
療
養
ノ
岬
泊

三
日
以
上
ノ
休
業
ヲ
弾
ス
へ
キ
M
A
込
ノ
ト
キ
ハ
工
業
主
ハ
事
故
費
生
後

謂
柑
ナ
ク
儀
式
第
凹
披
一
一
依
リ
地
方
長
官
=
届
出
ツ
ヘ
シ
事
故
酸
生
常

時
休
業
三
日
以
内
ノ
且
品
ノ
者
勝
義
ノ
錫
件
業
三
日
以
上
一
-
A
ヒ
タ
ル

ト
キ
静
岡
シ

法

令

第
二
十
六
路
工
場
叉
ハ
附
麗
建
設
物
内
二
於
一
ア
左
一
一
喝
ク
ル
事
故
畿
生

ジ
タ
ル
場
合
ユ
於
ア
ハ
工
業
主
ハ
週
滞
ナ
ク
様
式
第
五
蹴
品
位
リ
地
方

長
官
一
一
届
出
ク
へ
シ

一
先
制
先
又
ハ
煤
凌

ニ
汽
繊
其
ノ
他
内
腿
カ
ヲ
有
丸
ル
容
器
ノ
破
裂

一
一
一
勢
輸
又
ハ
高
速
廻
輔
槽
ノ
破
裂

回
起
重
機
又
ハ
昇
陣
槽
ノ
鋭
若
ハ
索
ノ
切
断
又
ハ
起
重
機
ノ
梁
若
ハ

支
柱
ノ
折
損

五
工
場
、
附
層
建
設
物
、
矧
突
又
二
両
側
出
棺
ノ
倒
提

大
其
ノ
他
一
時
一
一
五
人
以
よ
ノ
死
傷
者
ヲ
生
シ
タ
ル
事
故

第
二
十
七
傑
削
除

別
問
様
式
第
二
世
ヲ
別
組
ノ
如
ク
改
ム

様
式
第
二
脱
輪
工
事
部
砲
載
心
得
中
「
十
杭
旗
」
ヲ
「
十
六
蔵
」
=
、
第
削
ヲ

左
ノ
如
ク
改
ム

回
展
時
四
欄
品
川
崎
工
ノ
串
議
及
業
務
上
ノ
属
鹿
ノ
臨
時
ヲ
担
論
λ

へ

ν
職
工
十
六
歳
未
満
ノ
#
ナ
ル
場
合
司
一
於
テ
ハ
革
町
小
山
申
校
ノ
駄

科
プ
修
了
シ
タ
ル
者
=
在
η
こ
ア
ハ
其
ノ
偉
了
シ
タ
ル
締
出
小
問
中
校

名
及
修
了
年
月
ヲ
、
尋
常
小
皐
技
ノ
教
科
ヲ
倍
了
セ
サ
ル
J
1

ニ
杭

リ
ア
ハ
共
ノ
旨
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
国
ス

附

則

本
令
ハ
大
正
十
ニ
年
法
律
第
三
十
三
腕
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
地
行
ス

本
A
H
(
様
式
第
二
旗
ノ
故
正
規
定
ヲ
除
ク
)
中
十
六
蹴
ト
ア
ル
ハ
本
令
焔
行

後
三
年
間
円
十
五
歳
ト
ス

(
械
式
省
略
)

第
二
十
三
省

( 

帝

都

一
七
宜
)

三
四
九



法

令

商

事

調

停

法

訟
作
部
四
十
ニ
批

(
大
正
十
百
年
ニ

H
-
一
十
九
日
)

第
一
銑
凶
事
ニ
削
シ
噴
議
ヲ
止
シ
タ
ル
卜
キ
山
判
事
者
円
相
手
方
ノ
佐

町
、
肘
町
、
腕
官
業
所
帯
ハ
事
勘
所
ノ
所
抗
地
U

ノ
管
帖
ス
ル
悩
裁
判
所
主

ハ
叩
卒
者
ノ
合
志
ユ
依
り
テ
定
リ
タ
ル
地
方
裁
判
所
治
山
胤
裁
判
断
ユ

調
停
ノ
巾

ι
ヲ
焔
ス
コ
ト
ヲ
得

間
伴
ノ
巾
立
ヲ
佳
ケ
タ
ル
裁
判
所
川
伴
ヲ
綿
入
ユ
叶
判
前
ト
認
ム
ル

t

キ
山
快
山
ん
ヲ
以
テ
事
制
ヲ
他
ノ
地
方
識
判
所
文
ハ
一
世
裁
判
所
一
一
移
匙
ス

ル
コ
ト
ヲ
狩
管
轄
拙
ヲ
キ
裁
州
脚
力
調
停
ノ
巾
立
ヲ
提
ケ
タ
ル
ト
キ
:
亦

同
シ

的
羽
J

品
目
む
ユ
封
シ
テ
ハ
不
服
ヲ
巾
立
ツ
ル
ヨ
ト
ヲ
符
ス

第
二
保
山
市
計
制
停
-
-
闘
シ
テ
戸
本
山
一
一
別
院
ノ
規
定
ア
ル
毛
ノ
ヲ
陪
ク

ノ
外
借
地
伯
家
制
伴
法
ヲ
山
中
川
ス

第
三
保
設
州
所
前
伴
7
処
ス
一
一
刊
品
製
ア
リ
ト
詑
ム
ル
ト
キ
ハ
計
算
人

ヲ
越
正
シ
之
ツ
シ
ア
計
算
ヲ
対
サ
シ
ム
ル
コ
ト
プ
判
抑

制
作
委
員
令
7
附
キ
タ
ル
場
合
一
一
於
一
ア
ハ
前
羽
一
一
規
定
ス
ル
裁
州
所
ノ

拙
山
ハ
制
作
委
川
合
乙
胸
ス

計
算
人
一
一
戸
放
費
、
日
叫

A
t宿
料
ヲ
給
ス
北
一
ノ
刷
ρ

肋
令
ヲ
以
T
之

ヲ
定
ム

品
知
叫
椛
制
停
委
員
A
W
ハ
押
川
事
者
ノ
合
立
ア
ル
坊
骨
一
一
於
一
フ
ハ
停
一
保
ノ

争
議
二
付
民
事
訴
訟
法
一
一
依
ル
仲
叫
判
断
ヲ
幼
ス
コ
ー
ヲ
得

り
削
羽
ノ
坊
合
一
一
於
一
ア
ハ
川
事
柄
ノ
尚
一
ん
シ
タ
ル
制
停
委
民
合
ノ
踊
ス
ル

裁
判
所
ρ

巾
立
一
一
凶
リ
制
作
委
員
合
ヲ
悶
ク
コ
ト
ヲ
挺
ス

第
五
除
仙
地
仙
一
託
制
作
法
第
十
八
保
及
第
二
十
九
保
乃
至
都
三
十
↑
山
間

ノ
却
h
A
ハ
前
捺
ノ
規
定
二
位
ル
仲
裁
一
一
胸
シ
之
ヲ
ヰ
川
λ

附

則

本
法
施
行
J

期
日
立
脚
令
ヲ
以
ア
之
ヲ
定
L

本
法
施
行
ノ
地
凪
ご
制
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
三
容

(
第
二
棋

一
七
六
)

ニ一宜
O

常
事
者
ノ
一
方
一
シ
T
本
法
施
行
地
区
内
ユ
住
所
、
府
所
、
肱
官
業
所
叉
ハ

事
晶
腕
ヲ
有
ス
ル
者
=
封
レ
調
停
ノ
申
立
ヲ
錦
シ
作
へ
キ
事
件
品
付
テ
ハ

共
ノ
相
手
方
ノ
住
所
、
居
所
、
替
業
所
及
事
務
所
力
本
訟
施
行
地
マ
福
井
-
一

作
ル
場

nth-
雌
之
ニ
酎
シ
共
ノ
性
所
、
居
所
、
管
業
所
又
ハ
事
務
所
ノ
所

一
在
地
ヲ
的
日
脚
ス
ル
断
裁
判
所
主
調
停
ノ
巾
立
ヲ
錫
ス
コ
ト
ヲ
柑

土
地
賃
貸
倒
格
調
査
法

法
作
第
同
十
百
抗
(
大
正
十
五
年
三
月
三
十
日
)

一
昨
一
保
政
山
ハ
本
怯
ニ
依
リ
土
地
ノ
賃
貸
似
桁
ヲ
制
査
ス

部
一
保
賃
岱
倒
柿
ノ
剖
査
ハ
大
正
十
五
年
四
月
一
日
現
布
ノ
地
租
ヲ
謀

λ

へ
キ
土
地
三
吋
之
ヲ
行
ァ
但
シ
地
租
除
制
其
ノ
他
ノ
法
休
=
依
ル
告

純
ノ
先
祖
年
期
地
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ス

一
部
三
保
土
地
ノ
賃
貸
倒
椅
ρ

各
地
口
持
ユ
土
地
ノ
情
況
融
似
ス
ル
匹
以

内
=
於
ケ
ル
掠
地
筑
貸
間
祐
一
一
依
ル

一
標
準
賃
貸
倒
柿
ト
円
前
項
ノ
匝
域
内
ユ
於
ケ
ル
概
略
ト
錦
ル
ヘ
キ
土
地

一
-
付
貸
主
力
公
謀
、
修
科
技
比
ノ
仙
土
地
ノ
維
持
-
一
品
川
主
ナ
ル
相
批
ヲ

負
抱
ス
ル
怯
刊
ヲ
以
テ
之
ヲ
賃
貸
ス
ル
場
合
昌
於
テ
貸
主
ノ
収
作
ス
ヘ

キ
金
制
ヲ
訓
フ

銘
円
時
前
悼
ノ
凪
域
及
川
酎
準
賃
貸
借
格
ハ
別
-
一
定
ム
ル
所
一
二
帆
リ
賃
貸

一
似
持
制
官
岳
民
合
ノ
議
=
付
シ
政
府
一
-
於
テ
之
ヲ
日
比
ム

一

附

則

本
訟
ハ
大
正
十
初
年
四
月
一
日
ヲ
リ
之
ヲ
施
行
ス

一
本
法
ハ
地
組
臨
例
ヲ
随
行
セ
サ
ル
地
品
内
之
ヲ
施
行
セ
ス


